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第１回県立学校統合校校章等選考委員会  会議録  

 

１  開会及び閉会に関する事項  

 開会  平成 29 年５月 25 日（木）  14： 00 

 閉会       15： 58 

 

２  場所  

  高知サンライズホテル  ２階  向陽  

 

３  出席委員及び欠席委員の氏名  

  出席委員  高知工科大学  教授     重山  陽一郎  

高知大学    教授     藤田  詠司  

       高知南高校   副校長    岡田  圭司  

高知西高校   副校長    高野  和幸  

       須崎工業高校  副校長    北村  晋助  

       須崎高校    副校長    藤田  勇人  

 

４  高知県教育委員会事務局の出席した者の氏名  

  高知県教育委員会事務局  教育次長     藤中  雄輔  

  〃    高等学校課企画監 (再編振興室長 ) 山岡  正文  

  〃    高等学校課課長補佐    藤田  優子  

  〃    高等学校課再編振興担当チーフ  池上  淑子  

  〃    高等学校課指導主事    野中  昭良  

  〃    高等学校課指導主事    片岡  真希  

  〃    高等学校課指導主事    藤澤  誉文  

 

５  傍聴  

  ５名  

 

６  内容  

【開会】  

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

教育次長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今から、「第１回県立学校統合校校章等選考委員会」を開

催いたします。  

 私は、進行役を務めます、高知県教育委員会事務局高等学校課

課長補佐です。よろしくお願いいたします。  

 まず、開会にあたりまして、高知県教育委員会事務局教育次長

がご挨拶いたします。  

 

 失礼いたします。教育委員会教育次長でございます。今日は大

変お忙し中、各委員さんにおかれましては、県立学校統合校校章

等選考委員会にご出席いただきまして、本当にありがとうござい

ます。  

 この選考委員会につきましては、県立学校統合校の校歌・校章・

制服の候補を決定して、その後、教育委員会の方にご報告いただ

くというのが目的になっているわけでございますけれども、少し

流れについてお話をさせていただきますと、平成 26 年 10 月に今

後の 10 年間の県立高等学校の再編振興計画を策定させていただ

きました。その前期計画の中で、高知南中・高等学校、そして高

知西高校を統合して新たな学校を中央に創る。もう１点としては、
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高吾地区において須崎高校と須崎工業高校を統合して新たな高吾

地区の拠点を創ると。こういった前期計画の内容を策定させてい

ただきました。  

 それに基づきまして、昨年の 12 月に南中・高等学校及び西高校

との統合において、高知国際中・高等学校という校名が決まり、

そして、須崎高校、須崎工業につきましては、須崎総合高等学校

という校名を決定させていただきました。  

 いよいよ高知国際中・高等学校については、来年の 4 月から中

学校が開校し、そして、須崎 総合高等学校におきましては、 31 年

に１、２、３年生が揃った状態の中で統合すると、そういった流

れで進んでいるところでございますけれども、そういった中で開

校に向けて準備しなければならない内容として、先ほど申しまし

た校歌・校章・制服といったものがまだ決定されていないという

状況でございます。  

 それにつきまして、ぜひ皆さま方にご検討いただき、そして一

定の絞り込みをしていただいた候補を提案していただき、そして

最終的に県教育委員会の方でそれを決定させていただき、来年の

30 年 4 月から高知国際。そして 31 年の 4 月から須崎総合のそれ

ぞれの学校で、決定したものに基づいて学校が始まっていくとい

う形を取らせていただきたいと思っております。  

 そういった意味で、予定としましては 10 月ぐらいまでの間、そ

れぞれについて検討をしていただき、候補を出していただくとい

うことになろうかと思います。ただ、全ての両校の校歌・校章選

定については、また後ほどご説明させていただきますが、今回選

考していただくものについては、全てではございませんので、そ

ういった中で、内容についてご協議いただきたい。途中では公募

あるいはプレゼンといったこともさせていただくことになろうか

と思いますので、またいろいろと専門的な視点、あるいは第三者

的な大きな視点で、提案についてご議論していただき、そして候

補を決めていくという手順を進めていただければと思います。  

 約半年ぐらいの長丁場になりますけれども、ぜひよろしくお願

いいたします。本日はよろしくお願いします。  

 

【会長及び副会長の選出について】  

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は、「県立学校統合校校章等選考委員会設置要綱」に基づ

き、委嘱・任命させていただいた６名の委員にご出席いただいて

おります。  

 それでは、ご出席の委員の皆さまを紹介させていただきます。  

 高知工科大学システム工学群副学群長  教授  重山陽一郎委員  

 高知大学教育学部学部長  教授  藤田詠司委員  

 高知南高等学校副校長  岡田  圭司委員  

 高知西高等学校副校長  高野  和幸委員  

 須崎工業高等学校副校長  北村  晋助委員  

 須崎高等学校副校長  藤田  勇人委員  

 委員の皆さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

 次に、本日の日程について説明させていただきます。机の上に

置いておりますクリップ止め、資料の一番上の次第をご覧くださ

い。  

 この後、本選考委員会の会長・副会長の選出、校歌・校章・制
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

 

委員  

服の全体についての説明、統合校の校章候補の決定についての説

明・協議、高知国際中学校・高等学校の 制服候補の決定について

の説明・協議となっておりますので、ご協力 よろしくお願いしま

す。  

 次に、 配付資料について説明させていただきます。クリップ止

めの次第に続きまして、資料１から８，及び参考資料の全 17 ペー

ジと、最後にページ番号はございませんが、参考資料として、本

選考委員会の傍聴要領がございます。また、学校パンフレットを

２部置いております。ご確認ください。過不足等ございませんで

しょうか。  

 次に、傍聴に関してのお願いをお伝えします。  

 本選考委員会では、傍聴要領のとおり、私語や拍手な ど会議の

支障となる行為をしないようお願い します。協議中にこのような

行為があった場合、会長が注意し、なお 改まらない場合は、申し

わけございませんが、退場していただくことになりますので、あ

らかじめご了承ください。  

 次に本検討委員会の設置要綱について、事務局から説明させて

いただきます  

 

 事務局の高等学校課の企画監で す。今日は説明 をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。座って説明させていただき

ます。  

 右上に資料ナンバー１と書いている設置要綱について説明させ

ていただきます。設置要綱の第 1 条に定めていますけれども、県

立学校の統合にあたり、校歌・校章・制服の候補を決定し、県教

育委員会に報告することを目的とした県立学校統合校校章等選考

委員会を設置して、本日の会議が第 1 回目の会議となります。こ

の要項は今後県立学校の統合にあたり、校歌・校章・制服の候補

を決定していく必要がある場合の基本的なモデル、スタンダード

にしたいと考えております。  

 第２条に定めていますけれども、今回設置する委員会で検討、

決定するのは高知国際中学校・高等学校の校章候補と制服候補。

そして、須崎総合高等学校の校章候補となっております。  

 こういうふうな定めになっておりますので、委員の皆さまよろ

しくお願いいたします。  

 

 それでは、議事に移らせていただきます。  

 まず、会長及び副会長の選出になっております。  

 会長及び副会長の選出については、設置要項の第６条で、委員

の互選によるここと定められております。  

 どのようにいたしましょうか。少人数の会でもありますし、ど

なたからかご推薦いただいて、お諮りする方法でいかがでしょう

か。  

 

（  異議なし  ）  

 

 異議なしということですので、推薦の方法をとらせていただき

ます。どなたか、ご推薦いただけませんでしょうか。  

 

 こういう議案は、藤田先生にお願いするのがいいと思います。  
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事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 

事務局   

（司会）  

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

（司会）  

 

会長   

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

副会長  

 

 

 ただ今、会長候補に高知大学教育学部学部長  教授  藤田委員

というご推薦がありましたが、他にございませんでしょうか。  

 他にないようでしたら、お諮りいたします。  

 当委員会の会長を藤田委員にお願いすることにご異議ございま

せんでしょうか。  

 

（  異議なし  ）  

 

 異議なしということで、会長は藤田委員に決定いたします。  

 申しわけございませんが、お席の方を会長席にお移りいただけ

ますでしょうか。  

 それでは、藤田会長からひと言、ご挨拶をお願いいたします。  

 

 改めまして、皆さんこんにちは。ただ今会長に就任いたしまし

た藤田でございます。  

 統合してできる楽しい学校の校章などを選考するという、非常

に重要な委員会の会長になったということで身の引き締まる思い

で、今ここに立っております 。委員の皆さま方のご協力を得なが

ら、適切かつ慎重な審議に努めてまいりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。  

 

 ここからの進行は、藤田会長にお譲りいたします。藤田会長、

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 それでは、続きまして副会長の選出に移りたいと思います。  

 副会長の選出についても、設置要綱の第６条で委員の互選 によ

ることと定められております。  

 どのようにいたしましょうか。どなたからかご推薦をいただい

て、お諮りする方法ではいかがでしょうか。  

 

（  異議なし  ）  

 

 では、推薦という方法をとらせていただきます。どなたかから

推薦はございませんでしょうか。  

 特にないようでしたら、私の方から推薦をさせていただきたい

と思いますが、よろしいですか。  

 では、私の方からは、重山先生に副会長をお願いしたいと思い

ますけれども、よろしいでしょうか。  

 

（  異議なし  ）  

 

 ありがとうございます。では、重山先生に副会長をお願いした

いと思います。  

 では、重山先生、すみませんけれどもこちらの方に おいでくだ

さい。  

 では、副会長の方から、まずご挨拶をお願いします。  

 

 専門は実は土木構造物のデザインで、 衣装をデザインしたこと

はないので、この話をいただいて大分考えてたんですけど、物が
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会長   

全然違う。片や布とか紙とかで、こっちはコンクリートとか鉄を

扱っているので、大分違うなと緊張してるんですけど、共通点と

しては、まずみんなでお金を出すものだ。土木構造物は皆さんの

税金で造られておりますし、服 は個人のお金で買うんですけど、

みんなでちょっとずつお金を出すというのはそんなに変わりはな

いと思っていて。それから、土木構造 物は造ったら最後 50 年、100

年使えますし、制服どのぐらいのスパンで替わるのかよく知らな

いですけど、10 年やそこらで替わることはあんまりないと思うの

で、随分長い目で見て決めなければいけない類いのものだなと思

って、そういうところを、似ているところとか違うところをよく

考えてやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

 どうもありがとうございました。  

 

【全体について】  

会長 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 では、次第に従いまして次の議題にまいりたいと思います。今、

会長及び副会長の選出が終わりましたので、次の全体について、

扱いたいと思います。  

 まず、事務局の方から説明をお願いいたします。  

 

 では、説明をさせていただきます。資料２は委員名簿となって

おりまして、先ほどご紹介させていただきました６名の委員の皆

さまでございます。  

 続きまして資料３でございます。高知国際中学校・高等学校や

須崎総合高等学校の校歌 ･校章・制服について、県教育委員会の方

針を説明させていただきます。  

 高知国際中学校・高等学校の校歌は、高知西高等学校と高知国

際中学校・高等学校が同居する平成 30 年度から平成 34 年度まで

は、式典及び体育祭等の合同行事で中・高同じ校歌を歌うことで

一体感を育むため、高知西高等学校の校歌を高知国際中学校・高

等学校の校歌とすることとしています。また、平成 35 年度中に高

知国際中学校・高等学校の生徒のみになった時点で、改めてゼロ

ベースで在校生等の意見を聞き、県教育委員会が決定することと

しています。  

 次に、校章は新たなものを公募し選考することとし、制服は新

たなものを募集し選考することとしています。校章と制服の選考

については、この選考委員会を設置し、検討過程において事務局

が学校関係者の意見を聴取した上で、選考委員会が候補を決定す

ることとし、その候補の報告を踏まえて最終的に県教育委員会が

決定することとしています。  

 続きまして、須崎総合高等学校の校歌は新たなものとし、生徒

などが作詞し、シンガーソングライターの織田哲郎氏が作曲を行

い、県教育委員会が 決定することとしています。次に校章は新た

なものを公募し選考することとしています。この選考委員会を設

置し、検討過程において事務局が学校関係者の意見を聴取した上

で、選考委員会が候補を決定することとし、その候補の報告を踏

まえて最終的に県教育委員会が決定するという点は、高知国際中

学校・高等学校の校章と同じになっています。制服は新たなもの

を決定済みであります。今年度 、須崎工業高校、須崎高校に入学
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会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

した生徒は、平成 30 年度まで須崎工業高校・須崎高校の生徒とし

て学習し、平成 31 年度に須崎総合高校の生徒として、卒業するこ

ととなりますので、今年度入学生から新しい制服になっています。 

 よって、この選考委員会では高知国際中学校・高等学校と須崎

総合高等学校の校章候補の選考と高知国際中学校・高等学校の制

服候補の選考を行っていただくことにしています。  

 選考委員会のスケジュールにつきましては、資料４、資料７で

説明させていただきたいというふうに思います。以上です。  

 

 どうもありがとうございました。 事務局の方から方針を説明い

ただきましたけれども、この件について 何かご質問等、ございま

すでしょうか。  

 本委員会では、国際中学校・高等学校、須崎 総合高等学校の校

章候補とそれから国際中学校・高等学校の制服候補を選考すると

いうことです。  

 よろしいでしょうか。  

 

 （  質疑なし  ）  

 

 ありがとうございます。  

 

【統合校の校章候補の検討・決定に関する協議】  

ア  校章候補の募集方法について  

イ  校章決定のスケジュールについて   

会長 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、続きまして、次は４番目に移ります。統合校の校章候補

の決定についてですが、まずはアの 校章決定に関する県教育委員

会の方針及びイの校章決定スケジュール について、ご説明をお願

いいたします。  

 

 資料４について説明させていただきます。ア ､校章決定に関す

る県教育委員会の方針は、資料３でご説明させていただきまし

たが、  

１．新たな校章を選定する。２．校章候補の選考として選考委

員会を設置し、検討する。校章候補の募集については、公募を

実施する。校章候補の選考過程において、選考委員会事務局が

学校関係者の意見を聴取する。選考委員会は学校関係者の意見

も踏まえて校章候補を決定し、県教育委員会に報告するという

ふうになっています。  

 公募を実施するというふうになっていますけれども、全国的

には公募による方法と統合対象校の教職員や生徒から募るとい

う方法がありますけれども、近年の実態としては広く良いもの

をということから、公募というものが主流になっております。  

 続きまして、３．県教育委員会は選考委員会からの校章候補

の報告を踏まえて校章を決定することにしています。  

イ．校章決定のスケジュール案では、この選考委員会の開催

予定、おおまかなスケジュールをご説明させていただきます。  

 １回目の会議で校章決定に関する方針、スケジュール、公募

の方法、選考方法について検討、協議します。公募の準備期間

の後、２ヵ月の応募期間を経て３回目の選考委員会では第１次
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会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

候補として校章候補の絞り込みを行い、４回目の選考委員会で

は、第２次選考として校章候補を決定し県教育委員会に報告す

ることとしています。  

 第３回選考委員会と第４回選考委員会の間に統合対象校の学

校関係者の方々への意見聴取を行いますとともに、既に登録さ

れている類似の校章やデザインがないかといった商標権のチェ

ックをこの時期に行いたいというふうに思っております。具体

的な方法としては、弁理士の方にチェックを依頼したいという

ふうに考えております。その後、10 月下旬を目途に教育委員会

にて、最終的に校章を決定したいというふうに思っております。 

 校章決定スケジュールは、この案のとおりでよろしいでしょ

うか。ご審議いただきたく存じます。よろしくお願いいたしま

す。  

 

 ありがとうございました。ただ今、事務局から校章決定に関

する県教育委員会の方針とスケジュール案のご説明がありまし

た。  

 これにつきまして、ご質問等ございましたらお願いいたしま

す。特にこのスケジュールはこれでよろしいでしょうかという

ことですけれども、特にご意見等はございませんか。  

 

 （  意見なし  ）  

 

 それでは、公募の実施ということと、それを受けてスケジュ

ール案がございましたが、このスケジュールで今後進めていき

たいと思います。ありがとうございました。  

 

 ウ  校章候補の公募について  

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 では、続きまして、ウの校章候補の公募について、事務局か

ら案の説明をお願いします。  

 

 資料５について、ご説明させていただきます。  

 県立学校統合校の校章候補のデザイン募集の募集要項の案を

載せております。  

 募集する学校は、高知国際中学校・高等学校、須崎総合高等

学校とし、募集する期間は、この会議のあと準備期間を経て、

６月 15 日から８月 15 日までの２カ月間を予定しております。

夏休み期間も含まれていますので、大人の方だけではなく生徒

の皆さんにも積極的に応募をしていただきたいというふうに考

えています。  

 １．応募資格は、居住地、年齢、国籍などの制限はなく、ど

なたでも応募できます、応募は１校につき１人または１グルー

プ１点までとし、グループで応募された方は、個人では応募で

きないことにしています。  

 ２．応募要件は、応募用紙に必要事項を記入のうえ、募集期

間内に応募することとし、応募者の個人情報は適切に管理し、

目的以外の使用はいたしません。応募のデザインは、未発表で

他の模倣でないものとします。作成方法は、手書き、デジタル

データを問いません。色数は自由ですけれども、白黒や単色、
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拡大縮小しても使用できるよう配慮していただきたいと思いま

すし、その一方、デザイン内に「中」「高」の文字を入れること

を含め必須事項はありません。  

 例えば、国際中・高の校章の場合、中学と高校について、同

じ校章とするのか、「中」「高」の文字を入れて異なる校章にす

るのか、それは作成者の自由としております。各統合校の教育

目標や地域性等を踏まえてデザインしてくださいと明記すると

ともに、参考資料として、統合校の概要を添付することとして

おります。  

 ３．応募方法は、応募用紙１・２を電子メール、郵送、持参

のいずれかの方法で提出していただくことになります。細かな  

箇所がかすれてはいけませんので、ファクシミリによる応募は

認めないこととしております。郵送、持参の場合は、紙媒体と

併せて、データを保存した電子媒体を提出していただいても構

いません。  

また、電子メールの場合は、題名を「校章候補応募」とし、

応募用紙１・２を送信するようにしたいと考えております。応

募用紙は、高等学校課のホームページからダウンロードできま

す。高等学校課、県庁本庁 1 階の募集要項コーナー、各福祉保

健所、須崎農業振興センターにあります。  

 広く募集する必要がありますので、この他にもいろんな広報

媒体を考えておりまして、県の広報誌である「さんＳＵＮ高知」

の７月号にも、この校章の公募については掲載したいというふ

うに考えておりますし、県広報の一つであるテレビ、ラジオの

読み上げを予定しております。また、県内の高等学校や中学校

についても、募集要項をお送りできるよう現在調整中でありま

す。送付先は、統合対象校の学校ではなく、県高等学校課に一

元したいというふうに考えております。  

 4 番の募集期間は、６月 15 日から８月 15 日までの２カ月間

で、郵送の場合は当日消印まで有効と考えております。公募後

の商標権のチェックの時間を考えますと、遅くても８月中旬が

リミットなのかなというふうに考えております。  

 選考は、応募デザインの中から、この選考委員会で校章候補

を決定したうえで、県教育委員会が最優秀作品・優秀作品を決

定いたします。  

 結果発表及び表彰などは、校章候補の選考結果及び校章決定

の結果については、高等学校課のホームページで 10 月末までに

発表したいと考えております。統合校ごとに、最優秀作品１点

について、表彰状と副賞 10 万円を贈呈します。また、統合校ご

とに、優秀作品３点以内で表彰状と副賞３万円を贈呈すること

としたいと思います。入賞者が 18 歳未満の場合は副賞と同額の

図書カードなどを進呈することとしております。この副賞を贈

る趣旨としましては、作品を作成していただいた方の労力、あ

るいは著作権を県に譲渡していただく対価というような意味、

あるいは作成意欲を高めるというようなことで、よりよい作品

が応募できるかなというふうに思っております。そういった理

由から、副賞 10 万円を考えております。  

 そして７番としまして、応募者作品の取り扱いにつきまして

は、採用作品に関する著作権、商標出願及び登録に関する権利

は県教育委員会に帰属することとしておりますけれども、使用
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副会長  

 

 

 

事務局  

 

 

副会長  

 

 

 

にあたっては、必要に応じて一部修正、補正することがありま

す。また、応募作品やその付随資料は返還しないこと、応募に

かかる費用は応募者の負担であることとしたいと考えておりま

す。  

 また、応募作品について、著作権等の問題が生じた場合は全

て応募者の責任としたいと思いますし、もし採用後において作

品の類似・盗作等、この募集要項違反が認められた場合は、採

用を取り消すことがあることも併せて明示しておきたいという

ふうに考えております。  

 続きまして６ページ、７ページはデザイン、校章デザインの

作成に参加をしていただく統合校の教育目標などを記載した参

考資料となっております。各校の学科、あるいは教育目標、学

校の目指すべき姿、統合対象校の現在の校章等を１ページにま

とめたものです。これも併せてお知らせしたいというふうに考

えております。  

 次に、校章候補デザインの応募用紙について説明させていた

だきます。ページは８ページ、９ページ以降になっております。

応募者の住所、氏名、年齢、職業、グループの場合はグループ

名やメンバーの氏名などを記載していただくことになっていま

す。併せて、デザイン制作の趣旨として、デザインの説明やコ

ンセプトなども記載していただくことにしています。デザイン

そのものだけではなく、コンセプトも含めて審査の対象にして、

選考していくこととするため、この制作デザインの趣旨の記載

も必須事項としたいというふうに考えております。  

 続きまして９ページですけれども、高知国際中・高の校章候

補の場合、中学校と高等学校の校章を同じにする場合は、中学

校の枠にのみ記入し、異なる校章にする場合は、それぞれ中学

校の枠と高等学校の枠に記入していただきたいというふうに考

えております。  

 県立統合校の校章デザイン募集は、案のとおりでよろしいで

しょうか。基本的に県市図書館のロゴマークや他県の統合校の

校章候補のデザインの募集の例を参考にしていただけますけれ

ども、追記すべき項目はないでしょうか。ご審議いただきたく

存じます。よろしくお願いいたします。  

  

 ありがとうございました。ただ今事務局から、募集要項等の

案が示されましたが、ご意見ご質問がございましたらお願いし

ます。  

 

 先ほどいただいた西高の名刺、校章の下に高知西ハイスクー

ルと英語が入っているんですけど、この文字は校章には含まれ

ないということでよろしいんでしょうか。  

 

 文字については、校章に含まれないというふうに考えていま

す。  

 

 それから、同じく西高で話させていただきますけど、青で印

刷されていますけど、高校のスクールカラーみたいなのものは

決まってたりはしないんですか。あるいは今現在の、統合前の

高校のスクールカラーは何色というような、そういうものの決
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事務局  

 

 

 

 

会長  

 

 

まりはないんですかね。  

 

 高知国際の方につきましても、また、須崎総合につきまして

も、現在のところスクールカラーは決まっておりません。開校

に向けて現在、そうしたことについても検討していくというこ

とはありますが、スクールカラー自体が決めるべきものという

定めにはなっておりませんので、そこのところは特段意識せず

に、また色につきましては、実際にスクールカラーを同色にす

る場合もありますし、また他の色を使う場合もございますので、

今 の と こ ろ は 色 と い う と こ ろ に つ い て の 限 定 は し て お り ま せ

ん。  

 なお、現状につきましては、５ページの方でいきますと、高

知南中学校・高等学校につきましては、こちらの方が少しスカ

イブルーと言いますか、そういった色になっております。高知

西高等学校につきましても、少し濃い目の青と言いますか、ブ

ルーの方になっていまして、両校ともそれが現在のスクールカ

ラーというところにはなっております。  

 あと、補足になりますが、７ページの方の須崎工業高校と須

崎高等学校の方につきましては、こちらの方は両校ともスクー

ルカラーという定めはございませんので、黒あるいは校旗等の

場合には、銀糸での印刷というか、刺繍というような形での、

用途に応じての色の使い分けの使用というような形で活用させ

ていただいています。  

 

 重山先生としては、特に色の使い方に関する何か注記があっ

た方がよいということですか。  

 

 校章を決めるときにデザインされる方に、学校の教育目標や

地域性を踏まえてデザインしなさいというようなリクエストが

あって、当然高校の目指すところみたいなものを想像されなが

らデザインすると思うんですけど、当然、審査結果というか、

最終的に決まったものを出すにも、これこれこういう考え方に

基づいてこのデザインになりました、というような発表をしま

すよね。後になってスクールカラーを決めるときに、それと全

く無関係に色を決めるとはちょっと思えない。そうすると、校

章を決める段階でもうスクールカラーはほぼ決まってしまわな

いかなということも考えられます。どっちが先かという順序も

あるでしょうけれども、その２つのものを無関係に考えるとい

うことはなかなか難しいんじゃないかと思うので、質問させて

いただいておるわけなんですね。  

 その辺りはどうすればいいんですかね。  

 

 スクールカラーは必須ではないというようなことでしたけど

も、まだ校章の方の決定までちょっと時間もありますので、そ

ういうところも含めて検討していきたいというふうに考えてお

ります。  

 

 多分、２つ分けなきゃいけないと思うんですね。応募する段

階でどういう条件を付けるのかということと、選考するときに

スクールカラーだということまで含んで決めるのかどうかとい
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事務局  

 

 

会長  
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会長  

 

事務局  

（担当） 

 

うことと。ちょっと分けてもいいかなと思いますが、一応、必

須事項はありませんと。何でもいいんです。だから、応募者と

してはそれがスクールカラーになって欲しいといったようなも

ので出してくれてもいいんですね。  

 でも、使う際に白黒でもできるように配慮してくれたら、そ

れがどうなるか分かりませんというニュアンスでは書いている

ので、そこをもう少しはっきりと書いておいた方がよいかも知

れませんね。  

 ただ、かえって難しいですね、書き方としては。要するに、

スクールカラーはまだ決まっていないので、校章にどの色を使

うかどうかも、今後検討して決めていくわけですね。  

 

 そうです。  

  

 この段階で、それは分からない。何かそこを書く工夫はない

でしょうか。それが伝わるようになっていれば、もっといいの

かなと思いますね。  

 

 また、スクールカラーが決まるのであれば、間に合えば、で

すね。併せて載せたいと思いますけども、間に合わなければこ

の募集期間の中で、同時進行で決めていきたいというふうには

考えています。  

 

 しつこいですけど、今すぐスクールカラーを決めるのはちょ

っと難しいようなんですね。ですので、今後スクールカラーが

決まった場合には、その色で使うこともありますというような、

何か説明書きがあればいいのかなと思います。  

 

 分かりました。その辺をこの募集要項の中へ加えて、注記し

たいというふうに思っております。  

 

 その点はちょっと、表現は事務局にお任せすることにして、

そういう趣旨の注記にしていただくということでよろしいです

かね。  

 その他、ご意見ございませんか。  

  

 スケジュールに関わることなんですけれども、大体こういっ

た公募をした場合に、近年何件ぐらい応募があるものでしょう

か。実際やってみないと分からないんですが、なにせデザイン

のプロが重山先生お一人ということになりますし、どうもスケ

ジュール観として、次、第３回でどう絞り込みしていくという

ことでございますけれども、どれくらいの反応があるものかと

いうのが、県内外を含めて分かりましたら教えていただきたい

んですけども。  

 

 いかがでしょうか、事務局の方は。  

 

 他県の全てを把握しているわけではございませんが、まずは

募集期間と、それから副賞によって変化があるというような傾

向をつかんでおります。大体約２ヵ月で本県と同じような副賞
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会長  

 

 

委員  

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

でした場合に、どの時期かというのもあろうかと思いますが、

多いところで把握しているものでは 130 点というようなところ

を把握しております。  

 また、校章ではございませんが、昨年度の新図書館のロゴマ

ークを募集させていただきました。そちらの方は同じく２ヵ月、

ほぼ時期も７月１日から８月 31 日というところで、このときに

は最優秀が 20 万円でして、応募作品が 540 点というような、か

なり多い応募があったというようなことがあります。  

 また、本県で言いますと、過去の新設校になりますが、高知

南高校が新設校としてできたときに、募集期間約１ヵ月で 78

点でした。ただ、この時は１人で複数応募できるということで

したので 41 名から 78 点ということがございました。  

 また、もう１例本県で言いますと、岡豊高校の校章のときも

同じく公募を行いましたが、このときも１人複数ということで、

期間１ヵ月でしたけれども 69 名の方から 266 点ということで応

募がございました。このように、時期・副賞・期間というとこ

ろでありますが、調べた中ではあと他県の方などでも１ヵ月半

から２ヵ月で大体 50 点から多くて 150 点というような、そうい

ったところを把握しております。  

 

 ありがとうございました。結構、たくさん応募がありそうだ

ということですかね。いかがでしょうか。  

 

 選考する回数をよく考えていただかないと、 500 ぐらいきた

ら大変ですね。  

 

 そうですね。県教委としては多分 500 も来るとは想定はして

ないですよね。 50 から 100 をちょっと超えるぐらいですか。  

 

 そうですね、 100 前後があればいいかなというふうに思って

います。ただ、そのためにも周知を徹底して、広く周知したい

とは思っています。  

 

 高野委員のご心配は、一気にそれを絞れるのかということで

しょうかね。  

 

 そうですね。あとはもう日程的なことで、もちろん第３回で

絞り込みになるのか、あるいは２回に分けて絞り込むのか、そ

ういうことも考えられるのかということです。  

 

 そこは多分、ちょっと応募の数を確認してみないと何とも言

えないところもあるんじゃないかと思います。  

 その辺りは、今後は私と事務局とで話をして決めるというこ

とにしてよろしいですか。  

 今後は、応募があった時点で考えていくということにしたい

と思います。  

 その他、ございませんか。  

  

 失礼します。応募の期間でございますけども、一般的に２ヵ

月は長いようですが、事務局の原案のとおり２ヵ月をお願いし
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たいなと思っています。というのは、高校生にもうんと関わっ

てもらいたいという思いがありまして、ちょうど７月が期末試

験等、いろいろ進路指導だとか保護者面談の期間が約１ヵ月あ

りまして、そうすると実際作業に取りかかれるのが前後２週間

ぐらいかなと。先ほど説明でもありましたように、リミットが

あるということなので、この期間でできたらお願いしたいなと

いうふうに思います。よろしくお願いします。  

 

 期間はどうも案のとおり２ヵ月でいきたいと思います。よろ

しいでしょうか。７月の末は高校生にとってそれどころじゃな

いと思いますが。高校生にとって２ヵ月は実はないということ

なんですが、よろしいですか。  

 その他ございませんか。  

 よろしいですか。  

 それでは、１つ先ほどのスクールカラーに関する周知を工夫

して加えていただくということと、募集要項を修正していただ

くということで、あとスケジュールについては、応募の数を見

て３回のうちでするかどうかを決めていただくということでよ

ろしいですか。  

 ありがとうございました。では、そのようにいたしたいと思

います。  

 

エ  校章候補の選考方法について  

会長  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 では、続きまして。エの校章公募の選考方法について、ご説

明をお願いします。  

 

 続きまして、校章候補の選考方法について資料６をご覧くだ

さい。  

 選考基準を載せております。選考基準は各統合校の教育目標

や地域性等を踏まえたデザインであること。そして象徴性、独

創性、展開性、汎用性があることといった視点で選考していた

だきたいというふうに考えております。  

 選考は２段階で行うこととし、統合校ごとに第１次選考では

４点から６点に、第２次選考では２点から４点に絞りたいとい

うふうに思っております。第１次選考で４点から６点としてお

りますのは、４点というのは先ほども申しましたけれども、最

優秀１点と優秀３点以内としていることから、合計４点程度は

必要なのかなということで、４点からということです。  

 それから６点というのは、この１次選考はこの後商標権など

のチェックを行いますので、余りにも数が多すぎますと、費用

がかかるとか、あるいは商標権のチェックに時間がかかるとか、

そういったこともありますので、余り多くなりますと県民の税

金を使わせていただくというようなこともありますので、一定、

４点から６点程度に絞らせていただきたいというふうに考えて

おります。  

 そして、選考方法の原則ということ、（３）ですけれども、選

考方法の原則としましては、選考は統合校ごとに委員の中から、

関係する委員を会長が指名して、その委員の皆さまによって検

討、決定したいというふうに考えております。そして、客観的
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に公正、公平を図るため、応募者名等を伏せて、誰の作品なの

か分からないようにして、選考することとしたいと考えており

ます。  

 そして、第２次選考においては、学校関係者の意見も踏まえ

て、検討、決定することにしております。また、第２次では校

章候補の順位付け、どれを１にするか２にするのか、その校章

候補の順位付けを行い、県教育委員会へは順位付けをした内容

で報告することとしています。  

 以上が、県教育委員会の方針となっております。  

 続きまして２、協議内容案ということで、ここから後は皆さ

まにお諮りしたい協議内容という部分になっています。  

 まず、第１次選考での具体的な選考方法について、他県の校

章選考方法を踏まえた事務局案をご説明させていただきます。  

 統合校ごとに全ての応募作品を一同に並べ、投票を行い投票

数の多い順から第２次選考作品にしたいというふうに考えてお

ります。具体的には１人の委員の投票数は１次選考の最大数で

ある６票としたいというふうに思います。なお、各委員の投票

は１作品１票のみとしまして、いわゆる累積投票は認めないこ

ととしたいと考えております。  

 投票結果を踏まえ、投票数の多い順に確認して４点から６点

の範囲内で何作品を第２次選考作品とするかについては、委員

の皆さまの話し合いによって決定することとしたいというふう

に考えております。また、第２次選考作品を何点にするかを決

定した場合において、その最終番目の作品について、同じ票数

で複数の作品が並んだときは、その同じ票数の作品のみを対象

に委員１人あたり１票で再投票を行い、第２次選考作品を決定

したいというふうに考えております。  

 次に、第２次選考での具体的な選考方法について、他県の校

章選考方法を踏まえた事務局案をご説明いたします。  

 まず、選考方法は、投票を行い決定するという案と話し合い

によって決定するという案が考えられますので、この２つの案

から第２次選考の対象作品数も踏まえて第４回選考委員会にお

いて決定することにしたいというふうに考えております。  

 次に校章候補の報告数は、第２次選考の作品数を踏まえて２

点から４点の範囲内で、第４回選考委員会において統合校ごと

に校章候補を決定したいと思います。この協議内容案について、

この事務局案でよいのかご審議いただきたく存じます。よろし

くお願いいたします。  

 

 ありがとうございました。校章候補の選考方法についてとい

うことで、まず選考方法についての方針の説明があり、その後、

第３回、第４回での選考方法についての提案がありました。特

にこの提案の内容について、よいかどうかご意見を伺いたいと

思います。  

 

 協議内容の案の１番の選考方法についての方針の選考基準の

２つ目のところですが、象徴性、独創性、展開性、汎用性があ

ることという、この展開性と汎用性というところなんですけど

も、どういったことを具体的に考えているのかということを教

えていただきたいと思います。  
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 そうですね、他県の校章でも、校章の候補にあたりこういっ

た条件が付けられているんですけども、展開性というのは広く

広げること、また広く広がることということで、いろんな場面

に使っていけるという展開性ということ。それから、汎用性と

いうのは、広くと似ている部分はあるんですけども、広くいろ

んな方面に使えること。汎用性があるということでいろんな方

面に使えることという意味で考えております。  

 展開性、汎用性については、モノクロや拡大 ･縮小して使用で

きるデザインとなっているかとか、多すぎる色彩やグラデーシ

ョンの多様、細かすぎる、模倣となっていないかとか、そうい

った視点で考えていきたいというふうに考えております。  

 

 その他ございませんでしょうか。  

特にこの第３回、第４回の選考方法ですね。  

 

 こういうものを選んだことがないので、何が起きるか想像つ

かないんですけど、我々建築の関連とかそういうものでいろん

な審査をするときは、投票前にディスカッションを大体やるん

ですよ、メンバー同士で。そういうディスカッションをどこで

やるかっていうのを決めといた方がいいかもしれない、投票の

前に。全部並べてみんなで議論するとかしないということを、

ですね。  

 議論しないという選考のやり方もあるんです。プレゼンテー

ションを聞いて一切ディスカッションせずに、個人の考え方で

投票するという選考の方法もやったことがあります。  

 それから、もし議論するなら ､例えば 100 個の候補を前に議論

ってほとんど成り立たないんですよ。ですから、議論のまな板

に乗っけるものをせいぜい 20、30 ぐらいまで絞り込んでからじ

ゃないと、時間ばっかりかかって、大変なことになるのでそう

いうことも考えないといけないし、仮に 100 個出てきたとして、

いきなり６票ずつ入れると、２票とか１票のものがやたらたく

さんあって収拾つかないことになりかねないので、出てくる数

にもよるんですが、絞り込んでいくやり方もちょっと考えとか

ないといけないかなというふうに思います。  

 それから、ディスカッションをするかどうかの話で、ちょっ

と議題からやや外れるんですけど、その会議を公開するかどう

かというところも結構大事な話になると思います。特に褒めて

ばっかりではなかなか選べないんですよ。どうしても辛口なこ

とを発言せざるを得なくて、高校の生徒さんが募集されてきた

ものに辛口のことを言うって、非常に難しいことのように、公

開の場でそれをやるのは難しいと思うので、最終的にはこうい

う審査って白黒はっきりつくものではなくて、いかに誠実に審

査したかっていうところにしか責任が持てない。２回同じこと

をやって、大体同じような結果になるはずだっていうような審

査員全体が、心の中で納得がいくかどうかいうようなところが、

責任持てるかどうかというところなんですね。自分で責任を持

って絶対これだと言えるかどうかというのは、つまり言いたい

ことが全部言えたかどうかというところに非常に深く関わりま

す。  
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 ですから、そういう意味で言いたいことを全部言うという意

味でも、非公開で議論することが最終的には誠実な結果を出し

やすいというように思います。  

 

 事務局の方から、この資料６の後、提案しようと思っていた

ことがありまして、それは第３回目の第１次選考について、事

務局の方でも非公開で実施した方がいいのではないかなという

案を持っておりました。それは、応募された作品の著作権が最

優秀作品のみは、権利が県に帰属することになりますけども、

それ以外の優秀作品を含め、それ以外の作品ですね。応募者の

権利のままとなりますので、そういった著作権、そういった権

利を守るため、多数の応募作品の審査が予想される１次選考に

おいては、うちの方としてはデザインの漏洩を防ぐという意味

を含めて非公開として、委員のみがデザインを見て選考できる

状況を確保する必要があるのかなというふうには思っておりま

した。  

 また、その非公開にするかどうかについては、要項の７条の

方にも非公開の要件がありますので、それも踏まえてご審議い

ただければというふうに思っております。  

 ディスカッションの部分については、また委員の皆さまでご

審議いただければ、ディスカッションが必要かどうかについて

はご審議いただければいいのかなというふうには思っておりま

す。  

 

 ありがとうございます。公開、非公開については、後ほど分

けて議論をいたしたいと思います。  

 私の方から確認ですが、ディスカッションをするとかしない

とか、いつするというのは、我々が決めてよいということです

か。  

 

 そうですね。委員の皆さまで決めていただいていいと思いま

す。選考の中身のことですので、決めていただいて大丈夫だと

思います。  

 

 それを特に今ここに書き加えておく必要はありませんか。当

日話し合ってそれを決めるということでよいでしょうか。何し

ろ、多分応募数にもよると思うんですね。残念ながら 10 点しか

ありませんとかぐらいだと、もうその作品を目の前にしながら。 

 

 また、６月 15 日から８月 15 日までの応募作品の応募状況な

ども踏まえて、どれくらい、100 を超えるのか 50 ぐらいになる

のか、そういった部分もあると思いますので、またその辺は事

務局でも提案される校章の候補の数なんかを見ながら、またお

諮りさせていただきたい、会長様の方にお諮りさせていただき

たいというふうに思っております。  

 

 それを、どうしたらいいか。当日、それを、このやり方でい

い か と い う 提 案 を し て 承 認 し て い た だ い た う え で 作 業 に 入 る

と。  
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 その方法でいいのではないかなというふうに思っています。  

 

 

 ですので、いきなり投票じゃない可能性はあるということで

すよね。しかも、 150 点も来た場合、重山先生がおっしゃるよ

うに、投票しても決まらない、まずは皆さんが、これはもう多

分残らないよねというのを選んだ上で、さらにディスカッショ

ンという、段階選考ということも考えられます。そこはちょっ

と事務局とも話し合ってやり方を、第３回目は提案した上でや

っていくようにしますか。  

 最終的にある程度絞るか、全体がどれくらいになるかわかり

ませんが、１人６票を持ってディスカッションした上でという

ことになると思いますが、こういう資格で決めるということは

どうでしょうか。第３回で。その前段でどうするかはちょっと

応募数とかも考慮しながら、当日話をさせていただきます。よ

ろしいですか。  

 第４回はいかがでしょうか。選考方法はいくつかあるんです

が、第４回を受けて決定する。投票するのか、あるいは話し合

いか。  

 よろしいですか。４回のときにどっちにするのか話し合った

うえで、決定する。いいですね。  

 ありがとうございました。  

 では、先ほどの第３回については、ちょっと応募数などを考

慮しながら、ディスカッションをするしない、そのタイミング

と段階的なものをやるのかどうかを、事務局と話し合って、第

３回の会議のとき提案いたしたいと思います。あと応募数によ

っては、ひょっと第３回で終わるのかどうかも分かりませんの

で、そこも含めて提案したいと思います。  

 ということで、校章候補選考案については、今事務局案をご

承認いただきました。  

 そこで、先ほどの公開・非公開について、改めて事務局の方

から説明をお願いします。  

 

 改めて公開・非公開の件について事務局の方から説明させて

いただきます。本日お諮りいただきました校章についての第３

回、第４回の選考委員会ですけれども、このうち、第３回の選

考委員会の第１次選考。第１次選考につきましては、事務局と

しては非公開で実施していただきたいと考えております。  

 理由としては、先ほども申し上げましたけれども、応募され

た作品の著作権は ､最優秀作品の方のみは、その権利が県に帰属

することになりますけれども、それ以外は応募者の権利のまま

となります。その著作権を守ることが必要でありますので、多

数の応募作品の審査が予想される第１次選考においては、校章

デザインの漏洩を防ぐことを含め非公開とし、委員のみがデザ

インを見て選考できる状況を確保する必要があるというふうに

考えているためでございます。  

 なお、第１次選考の結果につきましては、会議終了後、選考

数等を報道機関に報告、学校及び学校関係者は後日、守秘義務

を確認した後に、意見聴取の場を設け、報告させていただきた

いというふうに考えております。  
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 また、第４回の第２次選考につきましては公開としたいと考

えておりますけれども、この時点で選考候補に残っているデザ

インについても、委員の皆さまには資料配布させていただきま

すけれども、それ以外の皆さまには資料配布なしという状況で

選考させていただきたいというふうに思います。  

 なお、こうした途中段階での具体の選考場面の非公開につき

ましては、一般的な例でありますし、先に申し述べさせていた

だきました著作権等も踏まえまして、設置要項第７条第６項に

ついて、非公開とする場合の規定がありますので、それも併せ

てご審議いただきたいというふうに考えております。以上です。 

 

 ありがとうございます。  

 事務局からの提案は、第３回は非公開。第４回は公開。その

提案の理由は、それぞれの方の著作権を守りたいということで

すね。  

 

 そうです。  

 

 ですから、第４回は公開にするけれども、そこに出てくる資

料の配布は委員だけということですね。  

 なお、先ほどの重山先生のご意見を加えるとすると、第３回

は非公開にすべきだという理由は、もう１つあるんですね。我々

が忌憚なく意見を交わせるためにも第３回は非公開にした方が

よいだろうということですが、いかがでしょうか。  

 よろしいでしょうか。  

 

 第４回、傍聴さんはいらっしゃるんですね。  

 

 はい。  

 

 委員のテーブルの上には、候補が並んでいて、それについて

議論するときに指ささずに議論が可能ですかね。このマークの

この部分がどうのこうのみたいな。  

 

 それぞれの番号を付けて、それのこの部分とか、ある程度４

つか６つに絞られているところに、番号を付すとかによって、

ある程度可能だと思います。  

 

 Ａ案の右上の隙間がどうのこうのみたいなことを、口で説明

するというので、審査は可能かなと考えます。  

 

 申しわけありません、事務局ですけども、その点につきまし

てもどうしているのか他県の事例も聞き取りをさせていただき

ました。今回のような場合、やはり途中経過というところは非

公開というところは、どこも共通しておりました。最後の場面

のところなんですが、確かに関係する傍聴の方等というところ

では、資料は配ってないんですけども、どういう話がされたか

というところは、オープンにしておくべきというところで、他

県の場合ですと、この会の場で最終の１つを決定するという会

もありますし、本県と同じような候補を県教育委員会に報告す
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るというような場合、両方ございました。  

 ただ、この会の最後の候補を選ぶ、あるいは決定するという

場面については、審議過程は、物が見えなくてもどういう話が

されたかということは、広く聞きたい人には開くべきであると

いうことで、本当に１、２例非公開で最後までやったというと

ころもありましたが、ほぼ公開というところで最後の会をやっ

たというような状況が聞き取りましたので、一応他県の事例と

いうところで報告させていただきます。  

 

 それは１次を通って、２次に進んだかどうかっていうのは応

募者には分かるんですか。  

 

 そこも確認をしましたが、ほとんど、私のデザインが通って

いるという連絡は、１次が終わった段階ではされていないとい

うことでした。  

 

 じゃあ、公開で頑張ります。  

 

 基本的には、資料を我々が机の上に並べて話し合う。ですか

ら、傍聴される方には基本的には見えないはずだと。  

 ただ、ここがこうというやり取りができないところはなかな

か難しい。頑張ってやるしかないのでお願いします。  

 ということで、第４回の方は公開で、第３回は非公開にした

いということです。  

 これは、一定ご意見を出していただいた上で、確か挙手と書

いて  

 

 そうですね。挙手で３分の２以上というのがありますので、

挙手で決めていただければというふうに思っております。  

 

 設置要綱第７条の６で、会議は公開にするとありますが、た

だし、出席者３分の２以上の多数で議決したときは非公開とす

るということがありまして、議決の行為をしなければいけない。

話し合いだけでは駄目みたいなので、ご意見が出尽くしたとこ

ろで決を採りたいと思います。  

 その他、ご意見はございませんか。  

 よろしいですか。  

 それでは、第４回は公開ということで決はとる必要はありま

せんが、第３回は非公開とするということで決を採りたいと思

いますが、第３回は非公開にするということに賛成の方は挙手

をお願いします。  

 

 （  全委員挙手  ）  

 

 全会一致で、第３回は非公開ということにいたしたいと思い

ます。  

 以上で、校章に関する審議は終わったわけですけども、何か

今の時点で事務局に確認しておきたいことはございませんでし

ょうか。  

 よろしいでしょうか。  
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会長  

 

 それでは、４番目の統合校の校章候補の決定についての審議

が終わりました。  

 これで、次は制服の候補に関する議題となっておりますけれ

ども、制服については、国際中学校・高等学校のみの議案とな

りますので、それに関わる方だけの審議になります。したがい

まして、須崎総合高校関係の藤田委員と北村委員は、ここで退

席していただくこととなります。どうもありがとうございまし

た。  

 

 では、ここで休憩をとりたいと思います。 10 分ですから、３

時 20 分に再開をいたします。  

 

 （  休憩  ）  

 

【高知国際中学校・高等学校の制服候補の検討・決定に関する協議 】  

ア  制服候補の検討について                

イ  制服決定に関するスケジュールについて  

会長  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ではまず、５番の高知国際中学校・高等学校の制服の選考決

定についてですが、アの制服決定に関する県教育委員会の方針

と、イの制服決定のスケジュールについて、事務局の方からご

説明します。  

 

資料７について説明させていただきます。  

 制 服 決 定 に 関 す る県 教 育 委 員 会 の 方 針は 資 料 ３ で 説 明 さ せ

ていただきましたけれども、１．新たな制服を作製する。２．

制服候補の選考として選考委員会を設置し検討する。  

制服メーカーからプレゼンテーションをしてもらい、制服候

補 の 提 案 を 受 け る 。そ の 具 体 的 な 手 続 きは 現 在 、 高 知 南 中 学

校・高等学校と高知西高等学校の生徒の皆さんに制服を販売し

ているこじまや、入交学服、高知大丸、高知洋品の４販売店か

ら制服メーカー１社を推薦してもらいます。  

なぜ、この４販売店に推薦をしてもらうかと言いますと、こ

の４販売店では今後も高知南中学校・高等学校と高知西高等学

校の制服を販売してもらわなければなりません。これまでトラ

ブルなく制服を販売していただいた実績もありますので、引き

続き高知国際中・高の制服の販売店になっていただきたいとい

うふうに考えております。そして、その推薦された制服メーカ

ー か ら 県 の 提 示 す るコ ン セ プ ト に 基 づ いた 制 服 候 補 の プ レ ゼ

ンテーションを経て、制服候補を作製するメーカー１社を決定

することとします。そして決定したメーカー 1 社から制服候補

の提案を受けることとします。制服候補の検討過程において、

選 考 委 員 会 事 務 局 が学 校 関 係 者 等 の 意 見を 聴 取 し ま す 。 そ し

て、選考委員会は学校関係者等の意見聴取を踏まえて順位付け

し た 制 服 候 補 を 決 定し 、 県 教 育 委 員 会 に報 告 す る こ と と し ま

す。  

そして、３．県教育委員会は選考委員会からの制服候補の報告

を踏まえて、制服を決定することとします。  

イ、制服決定のスケジュール案では、この選考委員会の開催

予定、大まかなスケジュールを説明します。１回目の会議で制
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会長  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

事務局  

 

委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

会長  

服 決 定 に 関 す る 県 教育 委 員 会 の 方 針 や 制服 決 定 ま で の ス ケ ジ

ュール、選考方法について検討、協議します。この会のあと事

務局はプレゼンテーションの開催に向けた準備を行います。６

月から７月に開催する第２回選考委員会では、制服メーカーに

よるプレゼンテーションを行い、制服メーカー１社を選定しま

す。また、プレゼンテーションの内容も踏まえ、県教委として

追加コンセプトの提案をするかどうか検討いたします。８月に

開催する第３回選考委員会では、メーカーによる制服候補の提

案が行われ、第４回選考委員会で制服候補を決定していただき

たいと考えています。第３回選考委員会と第４回選考委員会の

間に、統合対象校の学校関係者の方々への意見聴取を行います

とともに、制服に関する意匠権のチェックをこの時期に行いた

いと思っております。10 月末を目途に県教育委員会として最終

的に制服を決定したいというふうに考えております。  

制 服 決 定 の ス ケ ジ ュ ー ル は 案 の と お り で よ ろ し い で し ょ う

か。ご審議いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。制服決定に関する県教育委員会の

方針が説明されました。そして、制服決定のスケジュール案

が示されましたけども、特にこのスケジュール案についてご

意見、ご質問がございましたらお願いいたします。  

 

 スケジュールではないんですが、制服決定に関する方針で、

について１つご質問ですけれども、これはいわゆる業者を１

社決定して、その決定した１社から制服の候補の提案があり、

その中から選んでいくということになったときに、例えば、

Ａ案とＢ案で、上はＡ案がよくて、下はＢ案がいいね、みた

いな話はもうなくて、例えばいくつか、例えば５つ提案があ

ったら、もうその、またその組み合わせの中から選ぶのか、

というような辺りはどういうふうな方針なんでしょうか。  

 

 その点は、まだ次の方法の話かなという気もしますが、今の

時点でお答えはできますか。  

 

 上着がＡ案で下がＢ案とかいう、ことですか。  

 

例えば４つ出たらですよね、その４つの中から順位付けをし

て決めるのか、でも実際はスカートとジャケットだったら組み

合わせ可能ですよね。そういうこともあるのですか。単にもう

提案されたＡ案はＡ案で、上着として選ぶということです。  

 

 基 本 的 に は や は り制 服 メ ー カ ー さ ん が上 下 で セ ッ ト で 考 え

てきていると思いますので、基本的にはそのセットで考えるの

かなというふうには思います。もしそういう、その具体的に出

てきた４点の中で、Ａ案の上とＢ案の下が良いとかいう話が出

れば、またその段階で意見をいただければと思っていますけれ

ども、現時点では上下セットで制服メーカーさんもご提案いた

だけるのかなというふうには思っておりました。  

 

 ちょっとすいません、追加で、このスケジュール等の関係で
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事務局  

 

 

会長  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

言うと、メーカーが決まったあと、第３回のところで特定のメ

ーカーが複数の候補を持ってくるわけですよね。その時に我々

が、いやこのＡ案とＢ案の上と下を合わせたやつでお願いでき

ませんかという意見を言うことはできるのですか。  

 

意見を言うことはできると思います。それを受けてまた、メ

ーカーの方にそういう組み合わせ が可能なのかどうかという

のは、またメーカーの方にこちらの方からお伝えしたいとは思

っています。  

 

 もし可能となると、それが新しい候補案になって、それを加

えて第４回で順位をつけるということになりますかね。  

 

そうですね。そういうことになります。  

 

 

ということです。そういう組み合わせの変更も我々の意見と

しては、こう言うことができるので、メーカーが納得すればそ

の候補をつくることもできなくはないようです。いかがでしょ

うか。  

 

今ある、いろんな企業がここにもありますので、その辺り、

いろんなご提案が各メーカーさんからあると思うので、単に組

み合わせだけじゃなくて、そのものの、いろいろモデルをつく

るのか、そのよりも、どういうコンセプトで選ぶのかというの

は、あとで出てくると思うのですけど、ちょっとそんなに単純

じゃないです。  

 

 何 か こ う 意 見 を 吸い 上 げ て も ら う こ とは ３ 回 か ら ４ 回 に か

けて、できそうではあります。そのほかにありませんか。  

 

すいません、少しイメージをするために教えていただきたい

のですけれども、その第２回ですね、メーカー１社を決定する

と、これは制服のコンセプト等を伝えて、それについてのプレ

ゼンテーションを行うという話なんですけども、ここでは例え

ばこう、デザインにしたスケッチ画とか、実際のものは３回目

に決まったところが出してくるということなんですが、そのイ

メージしたものが絵として見ることができるのかどうか、どう

い っ た こ と で そ れ に沿 っ て つ く り ま す とい う お 話 だ け で は ち

ょっと分かりにくいというか、選定しにくいかなという気はす

るんですが、そこの１社選定にあたっての資料等については、

ど の よ う な も の が 想定 さ れ て い る か と いう こ と を お 聞 か せ く

ださい。  

 

基本的に説明会、そのプレゼンテーションの説明を６月の中

旬ぐらいに、第２週くらいにはしたいと思っていますけども、

その中で一定、どういった形でプレゼンをしてもらうのかとい

うのを示したいと思います。ただ、その中で具体的な企業努力

によって、もうちょっと具体的な制服みたいな、ここまででき

ているというのを見せるかどうかについては、その各企業の企
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事務局  

（担当）  

 

 

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

会長  

 

事務局  

 

会長  

 

 

業努力の部分もあるかなとは思っております。  

 

 ちょっとよろしいでしょうか。メーカーさんは今までこうい

うプレゼンをしている実績も何度もありますし、あらかた今ま

で つ く っ て い る 制 服の ベ ー ス と い う の を結 構 い く つ も 持 っ て

おられるので、第１回目でも当然デザインも出てきますし、そ

れ か ら 試 作 品 を 出 して く る と こ ろ も あ ると い う ふ う に 聞 い て

います。  

 

 そういう具体的なものを目にしながら、１社を選定できると

いうことでよろしいですか。  

 そのほかはどうでしょうか。ご質問がなければ、今回は意外

と数が限られているので、最大４社ですよね。４社のうち１社

を決めて、その１社が出してくる  

 

 実際は、その４販売店ですけども、１つの販売店が複数のメ

ーカーを推薦する。１社以上ですので、４社よりもうちょっと

多くなる可能性はあります。  

 

 あぁ、なるほど。例えば 50 も 100 もにはならないよね。  

 

 それはならないと思います。はい。  

 

 だから、これできそうですね。よろしいですか。このスケジ

ュール案についてご提案がありましたが、これでよいというこ

とでよろしいですか。  

 ありがとうございます。  

 

ウ  制服候補の選考方法について  

会長  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では続きまして、ウの制服候補の選考方法について事務局か

ら説明いたします。  

 

 資料８について説明させていただきます。まず、プレゼンテ

ーションについての方針について説明させていただきます。  

 プレゼンテーションについての方針としては、内容面として

は 制 服 販 売 店 が 推 薦し た 制 服 メ ー カ ー が応 募 順 に コ ン セ プ ト

に 基 づ い た 制 服 候 補の プ レ ゼ ン テ ー シ ョン を 実 施 す る こ と と

します。メーカー１社につき、プレゼンテーション 15 分と委

員からの質疑応答 10 分の時間を与えることとし、１社あたり

最大 25 分ということになります。先ほど出た質問など、そう

いったことも含めて、委員の皆様から質疑、質問をしていただ

いて、それへの回答なども含めて最終的に評価、審査していた

だければというふうに思います。  

評価は企業力、企画力、仕様面、価格面、フォロー面といっ

た観点に基づき評価し、制服メーカー 1 社を決定することとし

たいと思います。企業力とはこれまでの制服製造の実績や企業

規模など、企画力とは今回のコンセプトにどれだけ対応できて

いるかということなど、仕様面とは生地の通気性とか、着心地

など素材面の良さについて、価格面については価格見積額のこ
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会長  

 

 

 

 

とと、フォロー面とは、今回の制服決定にどれだけ積極的かと

いった、そういったことで判断していきたいというふうに思っ

ております。  

また、プレゼンテーションで決定した制服メーカーに追加の

コンセプトの提案が必要かどうか検討し、追加のコンセプトが

必要と判断されれば、その制服メーカーに追加のコンセプトを

通知することになります。  

以上がプレゼンテーションについての方針です。  

ここからは協議内容に移りたいというふうに思います。  

制服メーカーに提案する制服のコンセプト等としましては、

１．中学校と高等学校との統一感があり、高知国際中学校・高

等学校の教育目標のイメージと合う制服とすること。  

２．しっかりとした耐久性と着心地の良さがある制服とするこ

と。  

３．夏服、冬服一式で県内公立学校の制服の価格と同程度のも

のとすること。  

４．制服の製造は複数の制服メーカーで行い、現在、高知南中

学校・高等学校と高知西高等学校の制服を販売している４販売

店が高知国際中学校・高等学校の販売店となるよう、お願いす

ることにしたいというふうに考えております。  

 制 服 の 製 造 メ ー カー を １ 社 に す る と いう こ と も 考 え ら れ ま

すけれども、その場合、製造メーカーによっては販売店とメー

カ ー と の 関 係 か ら 現在 の 販 売 店 で 販 売 でき な く な る 可 能 性 が

あること、また、製造メーカーを１社にした場合、価格競争が

起きにくくなるといったような課題もあります。保護者の皆様

にとって良いのは、販売店が多くあり、できるだけ安い制服を

購入できる環境にあると思います。そういったことを実現する

のが、複数のメーカーで制服をつくってもらい、４販売店全て

で取り扱ってもらえることだというふうに考えております。こ

うしたことから、コンセプトの４の部分を入れております。  

 また、第３回選考委員会で提案してもらう制服候補数は当初

のコンセプトと追加のコンセプトに基づいて、制服メーカーに

制服候補を夏服・冬服、それぞれ４点以上提案していただくこ

とにしたいというふうに思っております。  

 また、第４回選考委員会では、第３回選考委員会で提案され

た制服候補について、どのように順位付けするのか、また何点

を候補として報告するのか決定することとしたいと思います。  

 最 終 的 に は 県 の 教育 委 員 会 に 報 告 す るの が 複 数 に な り ま す

ので、最終的には複数の点数を候補としてお願いしたいという

ふうに思っております。  

 提案するコンセプト、第３回選考委員会で提案、第４回選考

委 員 会 で 報 告 す る 制服 候 補 数 は 案 の と おり で よ ろ し い で し ょ

うか。ご審議いただきたく存じます。よろしくお願いいたしま

す。  

 

 ありがとうございました。プレゼンテーションについての方

針が説明され、協議内容として３点、制服のコンセプトと、そ

して第 3 回の制服候補数、第４回で報告する制服候補数といっ

たようなご提案がありました。このご提案を、協議内容として

示されている３点について、ご意見等ございましたらお願いい
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たします。  

 

 これすいません、協議内容１のア・イ・ウとエはちょっと性

格が違うと思うんですね。ア・イ・ウは制服のコンセプトです

けど、エは今後、販売するにあたっての条件といったようなこ

とと思うんですが、ここだけ最後、お願いするという、非常に

何というか、弱い表現になっているんですけども、これはプレ

ゼンに応募する条件とするということじゃないんですか。  

 

 基本的には条件です。その、ただ、ちょっと先ほどもお話し

ましたけど、考え方として制服の製造メーカー１社にするとい

うことも考えられますので、一応、ただ、先ほども申しました

けども、価格面とか４販売店で継続して販売できるとか、そう

いったことを考えたときに、ここで言う制服の製造は複数の制

服メーカーで行いたいということに、うちとしては考えており

ますが、その点をちょっと表記、表現したものでございます。  

 

 ですからいや、私が言いたいのは、お願いするというのでは

なくて、販売とする、こととすると。  

 

 こととすると。趣旨としてはそういうことです。  

 

 ですよね。ですから応募するときには、関係が深いメーカー

だけではなくて、他のメーカーでも応募するという条件で応募

してくださいということですかね。  

 

 そうです。うちとしては、価格面とか、あるいは販売店、４

販売店で今後も引き続き販売できるということのために、制服

の製造は複数の制服メーカーで行うとするということです。  

 

 そのほか、ございませんでしょうか。  

 

 複数のメーカーでつくった場合に、現実にどうしても価格を

下げるために生地の種類を変えて、色目が変わるということが

我が校にあります。プレゼンテーションのところで仕様面とか

価格面とかをもとに、そういったものをここで選ぶわけですけ

れども、余りそういった意味で言うと、この規準は現実問題な

いのかなと思います。  

 

 やっぱりそういった意味でというのは。  

 

 結局、仕様でこういうふうな色にしてくださいって決めたと

きに、実際にほかの業者がつくるとちょっと違う。  

 

 ちょっと違う。  

 

ということが現実にあるんですけれども、そこも含めてよし

とするということで確認です。  

 

 そ う い っ た メ ー カー に よ っ て 若 干 の 違い が あ る と い う の は
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聞いてますけども、それほど大きなものではないというふうに

も聞いておりますので、このコンセプトの内容については、コ

ンセプトについては、今の現在のままでいいというふうに考え

ております。特にメーカーが、今でも西高さんも南中高さんも

複数のメーカーでつくっておりますので、その点は問題ないか

なというふうに思っています。  

 

 ちょっと難しいですね。制服が決まったあとの話で、決める

前とちょっと分けておかなきゃいけないのは、ちょっと思った

んですが、その他のメーカーでは扱えないような生地とか、あ

る い は 技 術 で つ く って き て も ら う と い うの は 困 る と い う こ と

なんですよね。プレゼンもそうですよね。  

 

 そうです。例えば、その権利、そこで特許権とか、もうその

メ ー カ ー で し か 使 えな い 特 許 権 な ん か を入 れ て も ら っ て は 困

りますし、逆にそういうものがあれば、価格がどうしても上が

りますので、そういった特許権なんかはないもので、ひいては

価 格 を な る べ く リ ーズ ナ ブ ル な 価 格 で とい う よ う な 意 味 を 含

めて、そういう特許とか、その１メーカーでしか使えないもの

は 使 わ な い と い う こと で お 願 い し た い とい う ふ う に は 思 っ て

おります。  

 

 それと決まったあと、今度は、ほかのメーカーにつくっても

らうときは、生地とか基本的に変えないでくださいねというふ

うにお願いをしなきゃいけないということですよね。  

 

 はい。  

 

 そこは、あとで頑張っていただくということにして、だから

最初お願いするときに何かこう、もうちょっとその辺りを書い

ておかなくてもいいんでしょうか。例えば、特殊な技術を使わ

ないようにとか。  

 

 そこはまたプレゼンの説明会のとき、プレゼンの際の手続き

として書くようにはしております。  

 

 そうですか。ということであります。よろしいですか。決ま

ったあとがむしろ心配というのがあるのでしょうね。  

 

 提案のときは結構、良いものを提案されてきますので、「あ

ぁ、この生地いいね」と思って、決めたけど、結局、実際につ

く ら れ た も の は そ の生 地 で は な い と い うよ う な こ と に な り が

ちです。実際に本当、うちの制服が結構つくりが違うなという

ことが、見て分かりますので。  

 

 そのために、だから、制服候補として選ぶときが４回ですよ

ね。そのときはメーカーさん、いらっしゃらない。あるいはも

う決まったのを報告しますよね、メーカーに。そのときにやっ

ぱり、ちゃんと、要するに見せた材料でつくってくださいとい

うこと。結局、何回か言ってもらわなきゃいけないよね。  
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 そうですね。そこは須崎総合高等学校の制服のときも学校側

とそのときは契約なんかもして、仕様を明確にして、その仕様

以外では使わない、つくらないようにというような条件を付け

ていたと思います。  

 

 そこは多分、決めたあとの県教委の対応という問題かなとい

う気もしますけど。でも、ここでちゃんと確認をしておいた方

がいいですよね。  

 

 須崎総合高等学校は１社で製造してますので、複数でないで

すね。ですから、でもまぁ、きちっと整備していただいたらと

思います。  

 

 そのほか、ご意見等ございませんか。  

 

 ちょっと１つ。  

 複 数 の 会 社 か ら 一つ の 会 社 を 選 ぶ っ てい う プ レ ゼ ン テ ー シ

ョンというのは、何て言うのかな、やっちゃいけないことって

いうのは決まっているんです。例えば、モデルさんを連れてき

ちゃ駄目とか、仕事を取りたいと思うとどうしても、どんどん

プレゼンにお金がかかる方向に行きがちなんですけど、そこま

でやらなくていいよ、みたいな感じの制限がついているんです

か。  

 

 一般的に多分、僕が聞いた中でモデルさんを呼んだっていう

案件はあまりないと思います。基本的にはやっぱり、ここのプ

レゼンの方針のところですね、（１）の３点目になるんですが、

やっぱり一般的にはこういう評価基準を初めに提案、大体こう

い う 観 点 で 見 ま す とい う こ と で メ ー カ ーさ ん に 提 案 さ せ て も

らって、それを基準に大体、会社の概要であるとか、それから

デザインであるとか、もしくは持ってこれるならば試着品とか

っていう、そういうものを持ってきた中で総合的に評価すると

いうかたちです。  

 あとは、そのメーカーさん 1 社の場合は、学校に対してどう

フォローアップしていくかとか、そういう部分も入ってくるん

でしょうけど、大体、その観点で評価するというところです。

モデルさんは多分、厳しいと思います。  

 あと、割とこちらから、そのプレゼンをやりますって言った 、

大体、２～３週間、 1 カ月ぐらいの期間しかないので、そこま

でのところはないですね。  

 

 よろしいですか。  

 

 もう一つ別の話、制服の中には帽子は含まれていない。今、

帽子というのはないですか。  

 

 帽子はないです。  
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あと、靴とか靴下とか、そういうのも含まれてない。  

 

 それは含まれてないと思います。  

 

実 際 に は 学 校 に よ っ て 靴 の 色 と か ル ー ル が あ る ん じ ゃ な い

ですかね。その辺メーカーさんが大体、普通こんなものって常

識の範囲内でやられるものなんですかね。  

 

 提案をしていただくのが、冬服、夏服ということですけれど

も、季節によって上へ羽織ったものを取って合服という状態で

登校している、そういう期間を設けている学校なんかもあるん

ですけども、そこの合服の部分の考え方については、コンセプ

トを説明をして、そこは決まった業者さんとか提供者さんの方

に考えを任せるというふうなことでいかがでしょうか。  

 

 はい。最初の、やっぱりこのコンセプトでまず出してもらう

というところです。なので、合服っていう場合もあるでしょう

し、それからあと、今だとこうニットベストみたいな感じです

ね。そういう形で合わせてくるっていうところもあります。な

ので、一旦はここはもう業者さんにこのコンセプトを投げて、

そこでもう出してもらうっていうところで、そのうえでここに

合服がほしいとかになったら、またそこの案をこちらから提案

するという形でいけばよろしいかと思います。  

 

 そのほか、どうでしょうか。いろいろこう、注文するという

の は 先 ほ ど も 確 認 しま し た よ う に 第 ３ 回の と こ ろ で で き る と

思います。それ以外として、あとその第３回で決める数が４点

以上、そうかでもこれ、今みたいな何か組み合わせてやってく

だ さ い み た い な 意 見の と き は ４ 点 で お さま ら な い か も し れ ま

せんね。それはどうしたらいいですか。  

 

 これはあくまでもここも協議内容なので、４点以上ぐらいで

どうでしょう。増えるのは問題ありません。  

 

 増えるとかは、４点以上ですもんね。第４回については、順

位付けや絞り込み点数を、そのときに決めるということですけ

ども、よろしいですか。  

 

 最近の制服は例えば、スカーフが特に選べるとか、ネクタイ

とリボンが選べるとか、そういうコンセプトも含めて一つの案

として受け止めるとことです。ネクタイとリボンと２セットあ

る提案であればそれで１着。ネクタイだけのがあって、それが

１着。  

 

 逆にこっちから、これとこれを合わせて１つにしろみたいな

意見もいいんでしょうか。  

 

 言っていただいて大丈夫だと思います。  

 

 ということです。またそういうところ、学校関係者からご意
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見伺うんですか。そういう感じですか。  

 

 第３回と第４回の間に学校関係者の意見を聞いて、またこの

会で報告させていただきます。  

 

 第 ４ 回 は 結 構 や やこ し い 議 論 を し な きゃ い け な い と 思 う の

ですけど、ということを含みながら、これでよろしいですか。

こ こ 特 に 変 え な き ゃい け な い と い う ご 意見 が な い よ う で す け

れど、よろしいですか。ありがとうございます。  

 では、以上で一応５番目のアイは終わりましたけども、事務

局から何かこの他についてございますか。  

 

 ちょっと私が説明を抜かってまして、資料の８のあとに参考

資料をつけております。参考資料としてイメージしやすいよう

に統合対象高校の高知西高等学校、そして高知南中・高等学校

の冬服の、現在の冬服の制服の写真を載せております。校章の

教 育 目 標 と 併 せ て コン セ プ ト の 検 討 に 活用 し て い た だ け れ ば

というふうに思います。  

 そしてまた、県立高等学校の制服のタイプ別の価格について

表にしています。冬服、夏服と合わせて男子ブレザータイプは

５ 万 ５ 千 円 か ら ６ 万円 程 度 。 女 子 ブ レ ザー タ イ プ は ６ 万 円 程

度。男子詰襟タイプは３万８千円から４万円程度。女子セーラ

ータイプは６万円程度となっています。女子の場合はブレザー

タ イ プ も セ ー ラ ー タイ プ も ６ 万 円 程 度 とな っ て い ま す け れ ど

も、男子の場合はブレザータイプと詰襟タイプで差が生じてい

ます。  

 それからもう１点。先ほどの校章の場合と同じように、ちょ

っと公開、非公開の部分でちょっとご提案をさせていただくこ

とがございます。このプレゼンテーション、第２回目でプレゼ

ンテーションを行う予定ですけれども、このプレゼンテーショ

ンに関しても公開、非公開について提案がございます。  

基 本 的 に 制 服 メ ー カ ー の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン は 各 学 校 で 実

施するため、各学校の管理職や生徒指導部の教員、その他、保

護者などが参加し、基本的には非公開で行われているのが実際

です。今回の選考委員会では、基本的に公開で実施するという

こともありまして、プレゼンテーション自体は公開で行いたい

というふうに考えております。なお、この件に関しまして制服

メーカーにお話したところ、公開でプレゼンテーションの経験

もあるというような回答もありましたので、今回も公開で実施

したいというふうに考えています。ただ、プレゼン終了後の審

議は非公開で行うこととし、そこで決定したメーカーにして、

メーカーに提案する追加のコンセプトが必要か不要か、必要な

らどういったコンセプトが必要かといった部分についても、非

公開での場面で検討していきたいと思っております。  

また、追加コンセプトがあった場合には、決定した制服メー

カ ー に 審 査 の 結 果 通知 と 一 緒 に 提 案 す るよ う に し た い と 思 い

ますし、その追加のコンセプトの内容につきましては、次回と

いうか、そのプレゼンの次の第３回の選考委員会の冒頭で報告

したいというふうに考えております。  

以上です。  
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 ありがとうございます。ちょっと確認ですが、これはスケジ

ュールで言うと、第２回の会議ですね。  

 

 第 ２ 回 の 選 考 委 員会 の プ レ ゼ ン テ ー ショ ン ま で は 公 開 で ご

ざいますけれども、そのあとの審議につきましてだけ、非公開

にしたいというふうに考えております。  

 

 それで第３回、第４回は公開ですね。  

 

 そうですね。その制服の部分については公開でできると思っ

ております。  

 

 というご提案ですけど、いかがでしょうか。  

 

 メーカーによってここが駄目だとか、そういう話が出ますの

で、先ほどと同じようにご忌憚のない意見を出してもらうため

には、評価評点とかいうところもありますので、その点は非公

開の方が望ましいというふうには思っております。  

 

 メ ー カ ー の 良 し 悪し を 議 論 を し な き ゃい け な い か な と い う

ことでございますけども、この点について、一定ご議論してい

ただいたうえで、これも決を採らないといけないんです。決を

採りますが、ご意見やご質問ございませんか。  

 

 公開だとね、メーカーさんの実績とかいろいろと辛口なこと

を言いづらいですよね。  

 

 それでは改めて、第２回のプレゼンテーションは公開だけれ

ど、そのあとの審議を非公開にするということですね。  

 

 はい、そうでございます。  

 

 審 議 を 非 公 開 に する と い う こ と に 賛 成の 方 は 挙 手 を お 願 い

します。  

 

（  全委員挙手  ）  

 

 はい、全会一致ということで、では第２回につきましては、

プレゼンは公開だけど、そのあとの審議は非公開ですることに

なりました。  

 以上でよろしいですか、事務局の方は。  

 

 はい。ありがとうございます。  

 

 よろしいですね。では、以上で本日予定しておりました審議

を終わりましたので、これで司会を、会の進行を事務局に返し

たいと思います。  
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【閉会】  

事務局  

（司会）  

 

 

 

 

 

 会長、会の進行、どうもありがとうございました。  

 次回の第２回選考委員会につきましては、後日、事務局から

日程調整のご連絡をさせていただいて、開催日を決めさせてい

ただきます。  

 それでは以上をもちまして、第１回県立学校統合校校章等委

員会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうござ

いました。  

 

 

 

 

 

 

 


